
 

 

委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

  東大阪市非正規職員に対する健康増進業務 

 

２ 目的 

  東大阪市非正規職員（以下「非正規職員」という。）に健康増進商品等を配布し、非正

規職員の健康増進、元気回復及び勤労意欲の向上等を目的とする。 

 

３ 対象人数及び契約金額 

  令和８年６月１日現在、東大阪市（以下「本市」という。）に在籍する非正規職員1,500

名を想定しており、契約額は7,500,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限と

する。また、契約金額については契約期間中の賃金上昇及び原材料費等の上昇分も含む

ものとする。 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和８年12月31日まで 

 

５ 委託業務の内容 

  本業務を受託した事業者は、次の業務を行う。 

（１） 申込書、案内書及び提出用封筒（以下「申込書等」という。）（サンプル参照）を

東大阪市（以下「本市」という。）の指示に従い作成し、本市本庁舎へ納品したうえ

で、本市が指定する外部職場については直送すること。 

（２） 申込方法については紙申込と電子申込の併用とするが、対象者が電子申込を選択

するように創意工夫を凝らすこと。 

（３） 申込対象者へのアンケートを実施し、事業実施後、アンケート結果を取りまとめ

て本市に提出すること。アンケート内容については、受託候補者と協議して決定す

る。なお、なるべく多くの対象者から回答してもらえるように、実施方法等は創意

工夫を凝らすこと。 

（４） 申込点数については1000点を上限とし、上限まで申込しやすいように点数設定等

創意工夫を凝らすこと。 

（５） 申込点数の合計が上限を超えている場合は、点数の最も低いものから順に削除し

て調整すること。 

（６） 健康増進商品等については、委託業務仕様書に添付している申込書サンプルを参

照すること。その際、取り扱っていない商品がある場合は代替品を選定すること。

なお、品数については申込書サンプルと異なっていても可とする。 



 

 

（７） セット（1,000点分）について、種類は問わないが常備薬セットは必ず含むことと

し、提出期限までに申込をしなかった対象者については常備薬セットを対象者の勤

務先に配布すること。 

（８） 申込のあった健康増進商品等は申込者ごとに梱包し、申込者が指定する場所に送

付すること。 

（９） 職員からの申込内容や商品全般等の問い合わせに誠実に対応すること。 

 

６ 報告等 

 （１） 受託者は必要に応じて、委託業務の進捗状況を本市へ報告すること。 

 （２） 受託者は上記５に基づき実施した委託業務について、業務完了後、業務完了届

を提出すること。 

 

７ 守秘義務 

 受託者は当該業務を進めるにあたって知り得た情報を、契約書に定める契約期間中及

び契約期間が満了した後においても他に漏らしてはならない。 

 

８ 個人情報保護 

  受託者が当該業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、その取扱いに十分留

意し、漏えい、滅失及び毀損の防止を図るため、個人情報の適正な管理について必要な

措置を講ずること。 

 

９ 苦情対応 

（１） 配布した健康増進商品等について、梱包誤りや不良品等による苦情があった場

合には、誠実に対応し、交換等に応じること。 

（２） 対象者からの苦情対応については誠実に対応し、契約期間が満了した後におい

ても受託者の責が明らかな場合の苦情については対応すること。 

 

10 その他 

（１） 受託者は、委託業務の遂行にあたっては、本市と緊密な連携をもって行わなけ

ればならない。 

  （２） 本仕様書記載の委託業務については、実施段階において諸事情によって変更す

る場合がある。 

 （３） この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、本市と受託者の双方が

協議して定めるものとする。 













各職場

６月初旬

６月中旬

６月下旬 契約締結
申込用紙等確認
通知文及び対象者リスト等 申込用紙等作成・校正
作成

７月初旬
通知文及び対象者リスト等 申込用紙等印刷
データ送付

申込用紙等納品確認 納品物確認 通知文等納品
（配布物）
・所属あて通知文
・配布リスト
・申込用紙、案内等
・提出用封筒(紙申込の場合）

７月中旬 配布 本市が指定する外部職場
以外は給与福利課から配布

８月初旬
給与福利課提出
締切

申込用紙回収

委託事業者に送付 申込用紙受取

９月末日 健康増進商品等配布

申込者の指定する場所に送付

本市が指定する外部職場は委託事業
者から直送

令和８年度　非正規職員に対する健康増進業務日程

給与福利課 委託事業者

事業者選定

事業者決定

契約保証金納付または
履行保証保険への加入


